
日 

時
　
３
月
22
日
㈭
14
時
～
15
時
30

分
場 

所
　
登
別
国
際
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ

　
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
土
地

や
家
屋
の
評
価
額
に
つ
い
て
、
他
の

土
地
や
家
屋
と
比
較
し
て
適
正
で
あ

る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

『
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
』

が
縦
覧
で
き
ま
す
。

期
間
　
４
月
２
日
㈪
～
５
月
31
日
㈭

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

場
所
　
税
務
グ
ル
ー
プ

対
象
　
固
定
資
産
税
の
納
税
者

※�

本
人
や
法
人
の
代
表
者
以
外
の
方

が
縦
覧
す
る
と
き
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。

※�

縦
覧
に
は
、
本
人
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

※�

縦
覧
期
間
中
は
、
自
己
資
産
の
固

定
資
産
課
税
台
帳
も
無
料
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
税
務
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
５
５
）

　
廃
止
し
た
原
子
力
発
電
所
か
ら
発

生
す
る
金
属
廃
棄
物
の
再
利
用
の
技

術
開
発
に
関
す
る
報
告
会
で
す
。

日
時
・
内
容
　
３
月
22
日
㈭

◦�

17
時
～
…
資
料
展
示
、
測
定
体
験

◦�

18
時
～
19
時
…
一
般
講
演

◦�

19
時
～
20
時
…
事
業
報
告
会

場 

所
　
胆
振
地
方
男
女
平
等
参
画
セ

ン
タ
ー
『
ミ
ン
ク
ー
ル
』
（
室
蘭

市
東
町
４
丁
目
29

－

１
）

定
員
　
100
人

※�

当
日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
　
㈱
日
本
製
鋼
所
室
蘭

製
作
所
（
☎
㉒
０
１
４
３
）

ョ
ン
協
会
（
登
別
温
泉
町
60
）

内 

容
　
地
熱
資
源
を
活
用
し
た
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て

講 

師
　
室
蘭
工
業
大
学
地
熱
利
用
シ

ス
テ
ム
研
究
室
代
表
・
河か

わ

内う
ち

邦く
に

夫お

さ
ん

定
員
　
30
人
（
申
し
込
み
順
）

申 

し
込
み
　
３
月
16
日
㈮
ま
で
に
商

工
労
政
グ
ル
ー
プ
に
電
話
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
（
☎
�
２

１
７
１
、
思
�
５
３
０
２
、
Ｅ

メ
ー
ル
：shoko@

city.noborib�
etsu.lg.jp

）

第
６
回
西
い
ぶ
り
圏
域
・

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
講
演
会

平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
の

『
土
地
・
家か

屋お
く

価
格
等
縦じ

ゅ
う

覧ら
ん

帳
簿
』
が
縦
覧
で
き
ま
す

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
廃
材
の

再
利
用
に
関
す
る
事
業
報
告
会

こんなときには、
国民年金の
手続きが必要です

加入
種別

こんなとき 被保険者の種別 手続き先
学生やフリーターなど、厚生年金に加入していない方が20歳になっ
たとき 未加入⇒第１号 年金・長寿医療グループ、

各支所

第２号被保険者に扶養されている配偶者が20歳になったとき 未加入⇒第３号 配偶者の勤務先

配偶者が就職して第２号被保険者になり、その第２号被保険者に扶
養されるようになったとき 第１号⇒第３号 配偶者の勤務先

第２号被保険者が60歳になる前に、会社などを退職したとき 第２号⇒第１号 年金・長寿医療グループ、
各支所

第２号被保険者である方が会社などを退職し、第２号被保険者であ
る配偶者に扶養されるようになったとき 第２号⇒第３号 配偶者の勤務先

第２号被保険者（配偶者）に扶養されていた方で、その配偶者が退
職したとき

第３号⇒第１号 年金・長寿医療グループ、
各支所

年金受給資格がある第２号被保険者（配偶者）が65歳になり、その
配偶者に扶養されていた方が60歳未満のとき

パート収入が130万を超えたときなど、配偶者の扶養から外れるよ
うになったとき

　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方は、
国民年金に加入する義務があります。
　国民年金の種別は、本人や配偶者の就職・転職・結婚な
どで変わることがあり、その場合は手続きが必要です。
　手続きをしないと、基礎年金（老齢・障害・遺族）が受
け取れなくなることもあるため、必ず手続きをしましょう。
▶問い合わせ　年金・長寿医療グループ（☎�２１３７）

◦�第１号被保険者…自営業者や学生など
◦�第２号被保険者…厚生年金に加入している会社員や公務員
◦�第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者（収入が一定額を超えない方）

20� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


